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資料1

確認通知事務の

概要及び留意事項等

ー



＜亘亘〗内訳＞

1 「サポート通信」第5号（平成29年9月 11日発行）

2 確認通知事務チェック表（令和6年7月12日現在）

3 確認通知事務の流れ・留意点
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類1共通（法令・通達）

類情報通信類

ポート通信
保存年限等 1暦 2020年 12月末

国際情報第二課サポー・トチーム
第5号・ 2017.9.11発行

嗣'’'’

サポート通信の第5号は、確認通知事務についてお送りします。日贔知事務は、バイペ；gをぶ

事案かユニ事案かによってスタート時期が異なります。バイ事案は、相互協議の合意を・``；ここ

受けてのスタートなので、ある意昧‘‘スタート時期は確認不可能＂です。

“当初の申出内容を確認内容に合致させて、確認対象期間へとつなぐ事務”、それが確認通知事務。

わかっているようでわからない“確認通知とは？’'からスタートです。

「はい、こんばら商事の二津です。東京国税局の国隙情報二課？」

「あ～、はい、はい、はい。おかげさまで対米での協議で合意が成立しました。」

「はい？？？ 確認通知？修正申出？」

「協議室に“合意して良いですか？”と聞かれたから内容は了解していますし、合意文書

もきました。なのに、また何かいるのですか？どうしてですか？監査法人は何も言って

いませんよ。」

〇 確認通知とは？ （指針6-15)

確認通知とは、確認申出法人が申し出た国外関連取引について「独立企業間価格の算定方

法等の確認通知書」で“事前確認する（又は出来ない）旨を通知する”ことを言います。

バイ事案であれば、協議室から相互協議の合意結果の通知を受けた場合は、当該合意結果

に従って、確認申出法人に当初の申出の修正を求める等の処理を行った上で行います。

ユニ事案であれば、事前確認審査の結果、確認申出法人が申し出た国外関連取引に係る独

立企業間価格の算定方法等が最も合理的な方法と認められる場合に通知を行います。

バイ事案とユニ事案は、ご存じのとおり、相互協議の有無が相違点じゃ。

そのため、合意を受けて通知を出すバイ事案と審査結果に基づき通知を出すユニ事案
では、通知を出すタイミングが大きく異なっておるぞ。
ユニ事案は、審査担当者が確認通知事務を行うのが通例となるのはそのためじゃ。
そうそう、協議室からの合意通知は相互協議申立てに対するもの。局からの確認通知

書とは別ものじゃな。

【バイ事案】

三”―協議ー→日□□〗↓→通知
【ユニ事案】

三 雷査 ．竺通知

〇 こんばら商事への回答例 〇

「修正申出書の提出は、当初の申出内容を合意結果（審盃結果）にあわせるた

めに行う手続きです」

「事前確認は、法人が申出た国外関連取引に係る独立企業間価格の算定方法等

について当方から確認する旨の通知を行うことで、算定方法等が確定します。」

アパじい
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確認通知のポイントは、事前確認事務において、局から外部に発送される唯

ーの文書であることです。

そのため、以下の2点が重要です。

① 合意文書や審査結果の内容が、確認申出法人が提出する修正申出書に確

実に記載されていることを確認すること。

②局から発送する確認通知書に間違いがないこと。

アパ教授だまに宅配業

「簡易霧留だね．

ちゃんと届けるよf任せてくれ！」

アバひよこ

伝書鳩としての能力はない．

おくり物は育ての親のアパ教授が担当．
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確認通知の決裁文書は、大きくは、確認通知書と決裁参者に分かれます。

決裁参者は、対比表、合意文書関係、申出書関係、その他の4部構成です。
“呻芍コヽ=Irm-h土いサ事＾ぽヨテヘ19l古＃： r亡心＝吐／十ヽ"

確認通知書の記載は、ますは“単体か連結が＇を確認します。様式が異なるので初めに確認

しましょう。

＊ 連結の取扱の参照先 → こちら（リンクします）
＊ 単体で当初の申出を行い、合意までの期間に連結に移行した場合は、“連結加入等法人
の事前確認の継続届出書”の提出があるか確認し、未提出の場合は提出を依頼し

次に重要なのは、 P‘‘年次報告書の提出が必要か否

か、必要なのはどの事業年度からか。”です。

相互協議で補償調整額が合意されている事業年度

（調整金額がないことが合意されている事業年度を

含む）は、年次報告書の提出を求めないこととして

差し支えありません。

最後のボイントは‘‘年次報告書の提出期限’'です。

既に経過している事業年度は通常は確認通知の

日（確認通知に記載した文書日付）から3カ月以

内、未経過の事業年度は各事業年度終了の日から

2カ月～4カ月（法人税申告書の提出期限が目
安）です。
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確認通知は申出内容が、合意結果又は審査結果を踏まえたものと

なっている場合に行います。そのため、修正申出書では確認内容が

適切に記載されているかを確認します。具体的には、バイ事案であ

れば合意内容、ユニ事案であれば審蒼結果に沿った記載となってい

るかを確認します。その際の主なポイントは以下のとおりです。

なお、算定方法が合意で特定されていない場合は、

こちら（リンクします）を参照ください。

当初申出・審査結果・合意結果の独立企業間価格の算定方法

等を記賊し、審査結果と合意結果の相違点を簡潔に記載した

ものが、通称“四段表’＇です。

事案の概要と審査結果を参照し“審査結果と合意結果の相違

点”を簡潔に記載します。

記載の注意事項（リンクします） ⇒ ①ポイント ②記載例

ア/Ii)ょこ

他局事案については、審査をした局（支援局）が確認通知書（案）

を作成します。確認通知書の発送は、支援を依頼した局（被支援局）

が行っています。

担当班は、修正申出書を提出させる際の検討を行うとともに、確認

「サポート通信」は、これからも審査担当班の皆さまの声ももとに作成してまいります。
6 取り上げてほしいテーマ、ご意見、ご感想等がありましたらサポートチームまでお願します（内■■■）P 



〇 確認通知事務チェック表 （
 

班）
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様式 2

〇審査終了から仮合意連絡まで

独立企業間価格の算定方法等の確認に関する申出書

三印 ※整 理 番 号

,. 3. 16', ※連結グループ整理番号

賢ゞ叉こ I （フリガナ） 0000カプシキガイシャ
申出法人

令和X2ff'3月16H
法 人 名 0000株式会社

□■ 納 税 地
〒●●●—••••東京都千代田区●町■番地

連単
電話(03)xxxx -xxxx 

結体 （フリガナ） ダイI::ョウトリシマリヤク▲▲ ▲▲ 一
親 法 代表者氏名 代表取締役 ▲▲ ▲▲ （所 ） 法
人人 （フリガナ） トリシマリヤク◇◇ ◇◇ 一

東京国税局長
取締役 ◇◇ ◇◇ 殿 責任者氏名

税務署長
事 業 種 目 産業用機械製造 資本金 XX, XXX 百万円

租税特別措置法第66条の4第2項又は第68条のBB第2項に掲げる独立企業間価格の算定方法及びその具体的内容につい
て、次のとおり確認を受けたいので申出をします。
申出の後、添付した資料のほかに審査のために必要な資料の提出を求められた場合には、速やかに提出します。

（フリガナ）
整理番号

連園の
法 人 名

※ 部 門

:I 人
本店又は主た〒 （ 局 署） 税

る事務所の所 務 決算期

在地 電話（ ） 署

（フリガナ） 処
業種番号

人； 代表者氏名 理 整理簿 3 

［ 責任者氏名
欄

口親署⇒子署
I資本金 回付先

口子署⇒親署事業種目 百万円

国
名 称 △△△,Ltd. 

外 本店又は主たる事務所の所在地 000 (1) 
関

連 代 表 者 氏 名 ▼▼▼ 

者
事 業 種 目 産業用機械製造 押

令和 Xzip4月 1日 令和X6年4月1日 印

確認対象（連結）事業年度 自 （連結）事業年度至 （連結）事業年度

令和 X3年3月31日 令和 X7年3月31日

確 認イ対 象 取 引 別紙参照

独立企業間価格の算定方法 別紙参照

相互協議の希望の有無 （有）・無 相手国名 ▲国

確認対象（連結）事業年度前の各（連
有・@

確認対象 平成・令和 年月 日 平成・令和 年月 日
（連結） 自 至

結）事業年度への適用の希望の有無
事業年度 平成・令和 年月 日 平成・令和 年月 日

（その他特記事項） 印

（注）各欄に記載できない場合には、適宜の用紙に記載して添付してください。

|※税務署処理欄1部門 1 1決算期 I I業種番号 I I整理簿 I 曰

，
 



1 仮合意の連絡

保存期間： 1年未満

（合意日まで）

令和 4年 1月●日

管理運営課

還付担当課長補佐殿

調査課

移転価格担当企画専門官殿

相互協議室企画専門官

相互協議の合意内容（案）について（連絡）

下記1の事案について、●国の権限ある当局と相互協議を実施していたところ、下記2

の内容で合意に至る見込みとなったので、連絡します。

記

1 法人名及び納税地

(1) 法人名

●●●●株式会社

(2) 納税地

東京都千代田区●●町●丁目●番地●号

2 合意内容

別紙のとおり

日

※相互協議申立日：令和2年 3月●日

※本合意による還付は生じません。
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管理運営課長殿

国際調査管理官殿

相互協議の合意について（通知）

2合意文書の通知 1

官協 8 - • 

令和4年5月●日

相互協議室長

令和2年3月●日付で●●●●株式会社が行った下記1の申立てに係る相互協議について

は、●国の権限ある当局との間で令和4年4月●日に下記2のとおり合意が成立したので、平

成 13年6月 25日付官協 1-39ほか7課共同「相互協議の手続について」（事務運営指針） 16

《相互協議の合意の通知》に定めるところにより、通知します。

1 相互協議の申立て

(1) 納税者名

●●●●株式会社

(2) 納税地

東京都千代田区●●町

(3) 相手国

●国

(4) 対象となる

記

自令和2年4月1日至令和3年3月31日事業年度から自令和6年4月1日至令和7年

3月31日事業年度まで

(5) 申立ての内容

国外関連者との取引における独立企業間価格の算定方法等の確認に関する二国間協議

2 合意内会

別紙のとおり

※本合意による我が国での還付はありません。
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20 

●●●●株式会社

代表取締役 ●● ●● 殿

相互協議の合意について（通知）

官協 8 -.  

令和4年5月●日

長国
国税庁長』官税

●●咄］庁

貴社から令和2年3月●日付で行われた下記1の申立てに係る相互協議については、令和4

年4月●日に下記2のとおり合意が成立しましたから通知します。

1 相互協議の申立て

(1) 相手国

●国

(2) 申立ての内容

記

国外関連者との取引における独立企業間価格の算定方法等の確認に関する二国間協議

2 合意内容

別紙のとおり
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当初申出、審査結果及び相互協議の合意結果に係る対比表
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当初申出、審査結果及び相互協議の合意結果に係る対比表



25 



4 調査課指示文書の接到

査調 lo- • 

令和4年6月●日

国税庁調査査察部調査課

国際調査管理官

（官印省略）

事前確認に係る相互協議の合意に沿った処理等について（指示）

（●●●●株式会社の件）

日
標題について、下記の確認申出法人に係る相互協議においては、別添のとおり、庁相

互協議室から令和4年5月●日付で日本と●国の権限ある当局間の合意が成立した旨

通知があったので、平成 13年6月25日付官協1-39ほか7課共同「相互協議の手続

について」（事務運営指針） 16の規定に基づき、相互協議の合意内容に沿った処理を講

じられたい。

記

法人名 ●●●●株式会社

納税地 東京都千代田区●●町●丁目●番地●号
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様式 2 こ正申出書
独立企業間価格の算定方法等の確認に関する申出書（修正）

5 修正申出書のしょうよう

受付印．．．．．．，，．．．，．，．．．．．．．． . ., 
！ 
/,,,---;' 

• ¥ f 

";•9••6: 申

日

出

法

東京国税局長
殿

税務署長 人

（フ

法

リ ガナ）

人 名

※整理番号

※連結グループ整理番号

0000カプシキガイシャ

0000株式会社

納

（フ

代表

（フ

責
一
事

税

リガナ）

者氏名

リガナ）

任者

業種

氏

〒xxx-xxxx
地 1東京都千代田区0町0番地

名

目

ダィヒョウトリシマリヤク

電話 (03)xxxx -xxxx 
▲▲ ▲▲ 

代表取締役 ▲▲ 

トリシマリヤク

▲▲ 

◇◇ ◇◇ 

取締役 ◇◇ ◇◇ 

産業用機械製造 資本金 XX,XXX百万円

租税特別措置法第66条の4第2項に掲げる独立企業間価格の算定方法及びその具体的内容について、次のとおり確認を受けた
いので申出をします。
申出の後、添付した資料のほかに審査のために必要な資料の提出を求められた場合には、速やかに提出します。

国

外

関

連

者

称 △△△,Ltd. 

本店又は主たる事務所の所在地 000 

代 表 者 氏 名 ▼▼T 業 種 目

確 認 対 象 事 業 年 度

令和 X2年 04月 01H

自

令和 X3年 03月 31日

事業年度

令和 X6年 04月 01日今
至 事業年度，

令和 X7年 03月 31H

確 認 対 象 取 引 別紙参照

独立企業間価格の算定方法 別紙参照

相互協議の希望の有無 R 無 相手国名 ▲国

確認対象事業年度前の各（連
結）事業年度への適用の希望の有無

有 ⑯ 
確認対象 平成・令和

；：昇l自平成・令和
年

年
月

月
日

日

令和
至
令和

年

年
月

月
日

日

法 人 名

連結親法人
（連結事業年度への適用を

希望する場合に限り記載）

納 税 地

連 絡

連結親法人による
同意の有無

先

有・ 無

(2) 

（その他特記事項）

令和X2年3月16日付で提出した「独立企業間価格の算定方法等の確認に関する申出書」について、令和X4年4月●日の相

互協議の合意内容に基づき修正するものである

税 理 士 署 名

（注）各欄に記載できない場合には、適宜の用紙に記載して添付してくだ
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納 税 地
東京都千代田区●●町●丁目●番

地●号

法 人 名 ●●●●株式会社

代表者氏名
代表取締役

●● ●●殿

独立企業間価格の算定方法等の確認通知書

1 憚賂迪知晉反ひ送付誉1/J作成

東局調ー事前一

令和年月日

東京国税局長

貴法人から令和2年3月●日付で確認の申出のあった独立企業間価格の算定方法等（令和

4年6月●日付の「独立企業間価格の算定方法等の確認に関する申出書」により内容が修正

されたものについては修正後の申出内容）については、下記の事業年度分について申出のと

おり確認したので通知します。

なお、本件確認に係る報告書については、確認事業年度の各事業年度終了の日から 3か月

以内に提出してください。

おって、この通知前に決算期が到来している確認事業年度分の報告書については、この通

知の日から 3か月以内に提出してください。

記

確認事業年度 令和3年3月期から令和7年3月期
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〒●●●—●●●●

送付先 東京都中央区●●町●丁目●番地●号

法人名 ●●●●株式会社

代表者又は 代表取締役

清算人氏名 ●● ●● 殿

34 



（初葉）

確認通知書チェック表 8 確認通知書チェック
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（次葉）
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様式第12号起案用紙
9 決裁文書（全体）の作成

決裁・供覧

）】

: |ggg翌株式会社に対する「独立企業間価格の算定方法等の確認通知書」の送付

l東局調ー事前一

瓢見噂るは←・使送）
文書番 号

件名のことについて別紙（案）のとおり送付してよろしいか、．伺います。

: |【苧語芦孟き：；蚕姦三：i:＝芸：：ti:::::：自記します．

起 案 日1 令和年月日

部起

案

署I調査第一部事前確認審査課
内線 (00)

起 案 者 印

受付日

式裁処：期限：

施行処理期限日

施行日

施l
施

文大 分 類課税（法人課税関係）

9卜＿立＿」竺竺煎確認申出関係書類 1行 1施
類名称（小分類）確認通知書

秘密区分

：盃
分

先l0000株式会社
代表取締役 0000 

悶I開示判定

局

決

裁

供

覧

欄

長

国際監理官

総務部長

国際調査

行

令和

令和

令和

令和

年
一
年
一
年
一
年

月
一
月
一
月
一
月

日
一
日
一
日
一
日

行 者I東京国税局長

取扱上の注意

匠 芦
保1行政文書保存期間 17年（完結後）
存＇ 保存期間満了時期 2000年0月末

不 開 示．条 項l1 号・€5)口） •3号•4号が号•)6号（本文・イ・ロ・ハ・ニ・ホ）

総務課長 総務課長
補佐

総務第1
係長

文書係長

国際調査

事前確認
審査課
審理官

ぽ決裁の理由】
口 保存期間が1年未満の行政文書!I月品は畠等から出力される決議書等

二：：：：：：ごご；；：：こ；ご：：議：書：；；：：：二こ：［菩亨：亭享斉芝二：：五：言：：；；て必ニニ;；；：に：：：：：：

37 



38 

（決裁参考）

●●●●株式会社から令和 2年 3月●日付で確認の申出があった独立

企業間価格の算定方法等については、国税庁調査課から令和 4年 6月●

日付で相互協議の合意に係る連絡があったことから、平成 13年 6月 1日

付査調 7- 1ほか 3課共同「移転価格事務運営要領の制定について」（事

務運営指針） 6-15 に基づき、「独立企業間価格の算定方法等の確認通

知書」を同法人に送付する。

なお、同法人は相互協識の結果に沿って、令和 4年 6月●日付で当初

申出の内容を修正した申出書を提出している。

添付資料

1 「当初申出、審査結果、相互協議の合意結果に係る対比表」（四段表）

2 合意文書関係

(1) 令和 4年 6月●日付査調 10ー●「事前確認に係る相互協議の合意

に沿った処理等について（指示）」（●●●●株式会社の件）

(2) 令和 4 年 5 月●日付官協 9 —●「相互協議の合意について（通知）」

(3) 令和 4年 1月●日付「相互協議の合意内容（案）について（連絡）」

3 申出書関係

(1) 令和 2年 3月●日付「独立企業間価格の算定方法等の確認に関す

る申出書」（当初申出書写し）

(2) 令和 4年 6月●日付「独立企業間価格の算定方法等の確認に関す

る申出書」（合意に基づく修正申出書）

以上
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【参考】決裁文書の編てつ

〇確認通知決裁文書の編てつ順序（自局の場合）【令和4年7月版】
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資料2

年次報告書事務の

概要及び留意事項等
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く国厨可内訳＞

1 年次報告書事務

2 事例及び年次報告書検討表（記載例）

3 【別紙1】事前確認に関する基本的な事務の流れ

4 年次報告書事務チェック表 (2024年7月版）

5 年次報告書検討表（2023年7月版）

6 年次報告書検討チェックシート (2022年7月版）

7 検討資料（記載例）

8 サポート通信第 10号 (2018年1月 19日発行）

，
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令和6年8月7日

年次報告書事務

1 年次報告書事務の流れ

(1)確認法人からの事前確認係への年次報告書の提出

提出を受ける際に、事前確認係は「独立企業間価格の算定方法等の確認に関する報告書（年

次報告書）チェック表」を使用して一定の内容を確認しています。

(2) 

(4)課内決裁

「独立企業間価格の算定方法等の確認に関する報告書検

討表（以下「年次報告書検討表」という。）」を作成し、他の書類とまとめて「年次報告書検

討綴」を作成し、課内決裁に回します。

(5)年次報告書検討表の庁調査課への送付

課内決裁終了後、電子決裁を行い、年次報告書検討表を庁調査課へ送付します。

(6)庁調査課報告後の事務

庁調査課へ送付後、電子決裁により報告した年次報告書検討表を文書管理システムから出

力し、法人別一括ファイル及び年次報告書検討綴に編てつします。

所得の増減等があった場合（見込まれる場合）には連絡せんを作成し、年次報告書検討綴

等とともに事前確認係に引き継ぎます。

2 年次報告書事務の目的

年次報告書事務の目的は、「確認法人が事前確認を受けた国外関連取引（以下「確認取引」と

いう。）について事前確認の内容に適合した申告が行われているか否かを確認」することです。

確認法人が、確認取引について事前確認の内容に適合した申告を行っている場合には、当該

確認取引は独立企業間価格で行われたものとして取り扱われます（指針6-16)。そのため、年

次報告書事務は事前確認制度の実効性を担保する重要な事務となっています。

マ
区
、
ジ
ご

5

忍
[
[
遠
尋
ぽ
ふ
｀
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(1) 検証対象損益の検討

検証対象損益が適正に算出されているかの検討を行います。

検討のポイントは以下のとおりです。

＊補償調整について

検証対象損益の算定に誤りが疑われ、確認法人に自発的な見直しを要請した結果等、実績値

が目標利益率レンジ等から外れて、補償調整が必要となる場合には、必要に応じて修正申告書

の自発的な提出を要請します（指針6-18(3))。

その際のポイントは以下のとおりです。

①日本側減額調整となる場合

原則として、相互協議の合意なしに確定申告書において減額（減算処理）できない。．

補償調整に係る相互協議の合意があった場合に、更正の請求（減額処理）が可能とな

る。

②日本側増額調整となる揚合

補償調整額を確認し、必要に応じて修正申告書の提出を要請する。

(2) 重要な前提条件への抵触の有無の確認

重要な前提条件に抵触しているか否かの検討を行います。

検討のポイントは以下のとおりです。

(3) 行政指導

年次報告書の検討は、部内検討で終了する場合もある一方、確認法人に追加で資料提出依頼

を行う、電話で追加の説明を求める等確認法人に確認する事項がある場合が多々あります。

確認法人に接触する際は、当該行為は「行政指導」である旨を連絡した上で、必要な資料の提

出及び回答を求めます（指針6-18(3))。

2
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4 検討資料の作成

年次報告書の検討結果は年次報告書検討表にて、庁調査課へ報告します。

年次報告書検討表は、報告すべき内容を簡潔に記載し、検討内容については“検討資料”等で

別途記載します。

“検討資料”は、次の二つからなっています。

(1) 検討項目毎に検討内容を説明した本文

以下、説明項目例であり、検討した項目及び検討結果を簡潔に記載する。

3 
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事例

ー 合意文書の内容

確認事業年度

報告事業年度
確認取引
検証対象法人

算定方法
目標利益率レンジ

重要な前提条件

令6/3期～令 10/3期

令6/3期

確認法人が国外関連者に対して製品を販売する取引

国外関連者

取引単位営業利益法 (TNMM)

売上高営業利益率 3.0%~6.0% 

各事業年度において、国外関連者の全社損益における売上高営業利益率

が、目標利益率レンジを外れた場合は、近接するエッジまで調整する

（単年度検証）。

確認法人及び国外関連者の確認対象取引における事業活動、果たす機

能、負担するリスク、使用する資産、並びに財務及び税務会計の方法

が、本APAの申請書に記載されているものと実質的に同じであること。

2
 
年次報告書の内容確認

（本文）「•国外関連者の売上高営業利益率は 5 ％であり、目標利益率レンジ内であることから、

補償調整は生じない。

・報告事業年度において重要な前提条件に抵触する事実はなかった。」

（検討） ① 検証対象損益の検討

営業利益率 5.0％が正しいか、年次報告書の添付資料にある国外関連者の監査済財務

諸表 (P/L)を確認する。

科目

売J::高

売上原価

売上総利益

販管費

営業利益

（単位：米ドル）

金額

1,000,000 

600,000 

400,000 

350,000 

50,000 

売上高営業利益率
5.0% 

②
 
重要な前提条件の検討

重要な前提条件に抵触する事実がないか、年次報告書の添付資料を確認する。

（例） 検証対象損益に異常値が生じている場合にはその原因を確認。確認法人の有価証

券報告書や国外関連者の監査済み財務諸表等を確認し、組織再編等が生じていな

いか等を確認

3
 
年次報告書検討表の作成

年次報告書検討表に検討結果を記載する。
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暉独立企業間価格の算定方法等の確認に関する報告書検討aliflJ
口内部取引等に係る事前確認の報告書検討表

声
課長

（令疇~ ) 
に塁 1課長饂 I総括主査 1霜悶 1係長 I審理官

検討時期 令和6年8月0日～令和6年8月0日
検討担当者 0000 （検討日数） （検討日数：0日）

確認法人名 旭
法人担当者名 △△ △△ 
傭 （'Tht : 070 -XXXX -XXXX) 

国外関連者又 DEFG. Inc 報告書提出日 令和6年6月28日⑩限内）
は国外事業所

等佃在国）
硼在国：米国） （提出期限） （提出期限：令和6年7月1日）

報告亨業年度 令和6年3月期 疇 m守度 令6/3期～令10/3期 (5期）
傷吸期間：なし）

相互協議 固・無（合意日：令和6年0月0日） 確認通知日 令和6年0月0日

確認取引又は
疇法人が国外麟者に対して製品を疇する取引

確認内部取引

独立企業間価 取引単位営業利益法

格の算定方法 （利益水準指標：売上高営業利益率、検証方法：単年度検証） 疇値：令6/3期： 5.0%
（レンジ等） （目標利益率レンジ： 3.0%~6.0%) 

補償調整の有無（有の場合は補偵曲紐細 有・園（補倍調整額： 手）検証対象法人 国外関連者
（袖函袖が生じた場缶冴師薗譜申立日） （相互協議申立日：令和年月 目）
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別紙

事前確認審査課

事前確認に関する基本的な事務の流れ

56 



確認法人：

0 年次報告書事務チェック表

笠 次） 報告対象年度：令／期担当： 班一
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口独立企業間価格の算定方法等の確認に関する報告書検討表
口内部取引等に係る事前確認の報告書検討表

課長
主任

課長補佐 総括主査
専門官
係長 審理官 担当者

審理官 （管企）
決裁日

（令．．）

~ 

検討時期 令和年月日～令和年月日
検討担当者

（検討日数） （検討日数： 日）

疇法人名
法人担当者名

傭 （'fu : ） 

国外関連者又
報告書提出日 令和年月日佛l限内）

は国外事菊所

等硼在国） ぽ在国： ） （提出期限） （提出期限：令和年月日）

報告事業年度 平成・令和年月期 確認事業年度
平・令／ 期～令／ 期（期）

⑱汲期間：平・令／期～令／期）

相互協議 有・無（合意日：平成・令和年月 日） 疇藝日 平成・令和年月日

確認取引又は
確認内部取引

独立企業間価

格の算定方法
（目標利益率レンジ： ％～  ％） 

疇値： ％ 
（レンジ等）

検証対象法人
補償調整の有無（有の場合i材削貨調隆鋤 有・無（補慎・調整．額．： 千円）
（補償調整が生じた場命冴甲濯噂申立日） （相互協議申立日：令和年月 日）
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確認法人名： ●●●陳（対●国・●次）

確認対象年度：令●／●期～令●／●期

報告対象年度：令●／●期

年次報告書検討チェックシート



榛討資輯

（記載例）
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大 分 類 共通（法令・通達）

中 分 I類 情 報 通 信 類

サポート通信
保 存 年 限等 1暦 2021 年 12月末

国際情報第二課サポートチーム
第 10号・ 2018.1.19発行

砕
アパひよこ

サポート通信の第10号は、年次報告書事務でたまに出くわす減額の補償調整（以下「減額調整」
といいます。）についてお送りします。減額調整事案に当たって思う‘‘どうするの、これ？”に答え
ていきたいと思います。 ' 
なお、年次報告書事務自体は、サポート通信の第4号（リンクします）をご覧ください。

検証対象損益の実績値が確認したレンジ等から外れたことから確認内容に合わせるため
に、日本側の確認法人の所得金額を減額する調整のことを言います。

：：［減額調整が発生じだとき立淫続き9】`二：白□：
事務運営指針6全1:~，（事前確認に基づく調整等），：抜粋，’：よよ］よふ、，
:(1):へ：所轄税務署長は、、，確認法入が確認取引の対価の額を事前確認の内容に適合しだ額とす：るためJ：：：：：く、`
確定した決算において行う彩要な調整は、移転価格上適正な取引として取り扱う。 ： ．， 
(2)囚局担当課は`く9:(1)の調整を行う：ことができなか’た揚合における確認法人の確認取弓：Iの対価の額の
:'ぐ調整`（以下6吋9において：「補償調整j:'という；：が1：：：ついt,;:次の処理を行うよう指導すると：・ふ：・
，｀、（減額補償調整の湯合）•:、‘,`  9 :‘，: : 9 ` :、̀::::::、 9 : : :',  : : : 9 : :',  : : 9 ： ： ：・ 9 9 : :、::',‘:::::: ::: : ::: : ::::: : : : : :: : : ::: ::: :、 9 : : :,“, :,'、:、 9 9 : :',  9 : 9 9 : : 9 :、

：ハ` ：確認法人はぐ確認事業年度に係る確定申告前に：99確定した決算における確認取引の対価の額が相互
，：‘.：協議iJj合意が成立じた事前確認iJ5内容に適合していないことにより所得iJ5金額が過大となることが‘,
判明した場合には、補償調整に係る相互協議の合意内容に従い、．` 申告調整により当該所得の金額を

：：：：：修正することができる完ご二：：：·`：：言：’•:::::::::::：ぐ：ぐ：ぐど： 9 ： :9:,',：ぐ： 9：←： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：‘ 
ご確認法人は；：確認事業年度に係る確定申告後にこ確認取引の対価の額が相互協議の合意が成立じた
9口：事前確認の内容に適合じていないことにより所得の金額が過大となう芍涼国とが判明しだ場合1臣， 9

は、，補償調整に係る相互協議の合意内容に従い、国税通則法第23条第2項（更正の請求）の規定に
、：・］：基づき吏正の請求を行うことができる，’：へ、＇’, 9:：三：：，白，：三：」:::::三：：言，’，:::::::::::::::::::::::::::::::

「原則として日本側減額には相互協議の申立てが必要」って覚えるよ！

アバ教授

びよちゃんの勝手なお願いに

ふりまわっされつばなしでも、幸せ．

62 



取り上げてほしいテーマ、ご意見、ご感想等がありましたらサポートチームまでお願します（内・・・,p
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